
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日：Ｒ７．２．７ 

記入例 

申告日が改修完了日か

ら３か月経過している

際、特別な理由がある

場合は下段へ記入 

非居住部分・貸家部分は 

該当する場合のみ記入 

マンション等該当する場

合のみ記入 

50万円超。 

該当する欄へ記入。通

常の住宅の耐震工事

は、上段【耐震基準適

合住宅に係るもの】へ

記入（地方税法附則 15

条の９） 

※下段は地方税法附則

15条の 10に係る「要

緊急安全確認建物」等

の大規模家屋のみ） 


